
４５緑の基本計画策定支援委託概要

１目的

緑の基本計画は、都市緑地法に基づき、小金井市の「みどり」に対する基本
的な考え方を示し、施策や取組を体系的にまとめ、総合的に実施していくため
の計画である。現計画は、平成２２年度に１０年間を目標期間に定め策定した
ものであり、平成３２年度末をもって計画終了となることから、次期計画を平
成３１年度から２か年をかけ策定する。計画策定に当たっては、社会情勢の変
化を的確に捉え、効果的・効率的なみどりの保全・創出・活用を推進するため

に、現況と課題を整理し、次の１０年間に小金井市にあるべき「みどり」の施
策等を実施する計画とする。

２事業概要

（１）平成３１年度

ア現計画の実施状況、目標の達成状況等について取りまとめ、検証・評価
を実施する。

イ航空写真等を基に緑被率等を基礎調査し、過年度との経年比較について
も実施する。

ウ市民のみどりに対する意識・意向について実態把握のため、市民アンケ
ートを実施する。

（２）平成３２年度

ア基礎調査を基に現況と課題を取りまとめ、基本方針及び目標水準等の検
討を実施する。

イ緑地保全対策審議会等で計画内容を検討し､市民や学識経験者の意見を
反映した計画を策定する。

ご
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３事業日程（案）

４予算額

（１）平成３１年度９，７４３千円

（２）平成３２年度（債務負担行為）６，３６８千円
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４６地域福祉推進委員会概要

１事業目的

保健福祉の推進に当たり､小金井市保健福祉総合計画の着実な実施と進

行管理及び取組状況の評価を行うため､公募市民を含めた外部評価機関と

して地域福祉推進委員会を設置する。

２スケジュール

※常設の委員会として毎年開催する。

３委員会の所掌事項

（１）地域福祉計画の策定及び変更に関すること。

（２）地域福祉計画の進捗状況に関すること。

（３）地域福祉計画の評価に関すること。

（４）その他地域福祉の推進に関すること。

｜院

４委員会の構成（１２人以内を予定）

（１）公募市民４人以内

（２）学識経験者１人以内

（３）福祉関係団体等７人以内

５委員の任期

３年

６予算額

３８６千円

予定時期 実施内容

平成３１年度

上旬

中旬

下旬

公募委員募集、学織経験者及び関係団体依頼

公募委員選考、委員委嘱

第１回平成３０年度事業実績報告及び評価等

第２回平成３１年度事業中間報告及び評価等



４７難病者福祉手当条例の一部改正後に行う事業の概要

１目的

難病対象疾病の拡大や公正公平の観点から、他手当と同様に所得制限、併給制限

等を導入し、個々の現在の状況に合わせ、医療受給者証・医療券の所持による受給

資格の審査・判定を実施することとした難病者福祉手当条例の一部を改正する条例

を施行するとともに、障害福祉施策のさらなる充実を図る゜

２事業概要

（１）難病関連事業

難病者等に対する相談体制強化のため、新たに保健師を２人配置する。

（２）災害対策整備事業

福祉避難所である障害者福祉センターにパーテーション､発電機､屋外テント、

屋内テント、仮設トイレを配備する。

（３）情報伝達支援事業

情報伝達支援事業として手話通訳者等をオンラインで呼び出せる端末６台を第

二庁舎及び保健センターに設置する。

－
『
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３予算額

（１）難病関連事業

障害者地域自立生活支援センター運営委託料３０，６０１千円（うち６，０９

６千円）

（２）災害対策整備事業

障害者福祉センター備品購入費１，１７７千円

（３）情報伝達支援事業

手話等対応ポータブル端末借上料１，８２９千円



４８自殺対策計画策定支援概要

１計画の位種付け

自殺対策基本法第１３条第２項に基づき、小金井市における自殺対策計画を策定

する。

自殺対策計画は、誰もが「生きることの包括的な支援」としての自殺対策に関す

る必要な支援を受けられるようにするため、総合的かつ効果的に自殺対策施策を推

進することを目的とした計画である。

２計画策定時期平成３２年３月（予定）

３スケジュール

平成３１年５月

６月

８月

１０月

１２月

平成３２年１月

３月

計画策定委員会設置、策定支援委託事業者選定

第１回策定委員会（目的、市内及び他市の自殺に係る状況説明）

第２回策定委員会（計画素案の検討）

第３回策定委員会（市民意向禰査結果の報告､計画素案の確定）

パブリックコメント実施

第４回策定委員会（計画案の砿定）

計画策定

雨
ト

４自殺対策計画策定委員会

（１）委員１４人（学識経験者１人、保健医療関係者２人、福祉関係者３人、教育関

係者２人、労働衛生関係者１人、瞥察関係者１人、公募市民４人）

（２）設置期間平成３１年５月から平成３２年３月まで（期間中に４回開催）

予算額

自殺対策業務非常勤嘱託職員報酬（１人）

自殺対策計画策定委員会委員謝礼

自殺対策計画策定委員会手話通訳者謝礼

自殺対策計画策定委員会保育士謝礼

消耗品費（自殺対策計画策定分）

郵便料（自殺対策計画策定分）

自殺対策計画策定支援委託料

５

３，０４８千円

４８４千円

３４千円

３０千円

３７千円

２２千円

４，０２０千円



４９児童発達支援センター巡回相談事業概要

１目的

市の発達支援事業の基本理念でもある早期発見及び早期支援の充実を図ることを

目的に、児童発達支援センター（以下「きらり」という｡）において、市内の私立保

育園及び幼稚園の巡回相談事業を試行的に開始する。また、今後の本格実施に向け

た課題等の抽出も併せて行っていく。

２事業概要

（１）内容

きらりに所属する専門職の職員が、市内の私立保育園及び幼稚園を訪問し、

身の発達において特別な配慮が必要な児童を受け持つ職員への支援等を行う。

心

(2)体制

臨床心理士等の専門職２人体制にて実施

(3)対象施設

市内の私立保育園及び幼稚園より選定

(4)訪問回数（予定）

原則１園につき年３回

(5)日程（予定）

６月事前打合せ

７月～２月巡回

３月まとめの会

マ
ト

予算額

１，７０３千円

※指定管理委託料９６，７８３千円に含む。

３

４その他

学童保育所への巡回相談は現状を維持する。



５０介護職員初任者研修実施委託概要

１目的

介護職員の高齢化及び介護人材の不足という、喫緊の課題に対処するため、介

護職員初任者研修を実施することにより、高齢者の介護等に従事する人材の確保

及び既に就労している介護職員の資格取得による資質向上を図る゜

２事業概要

（１）委託内容

東京都介護員養成研修事業実施要綱に基づく介護職員初任者研修

（２）識義等の時間数

講義・演習合計１３０時間（通信での授業は４０．５時間を上限）

（３）実施予定時期及び期間

平成３１年１２月から翌年２月まで（２０日から３０日間程度）

（４）受講対象者及び費用

市内に在住し、又は在勤している者で、次に掲げるものとし、研修受講費用

は無料とする（研修の受講は１人１回限り)。

①介護職員として従事している者

②介護職員として従事することが確定している者

③介護職員として従事することを希望する者

（５）予定会場

前原暫定集会施設

（６）実施規模

１２人程度

垣
ト

Ｉ

３予算措置

（１）歳入

（都）介護人材緊急確保対策事業費補助金

（２）歳出

介護職員初任者研修実施委託料

１，３５０千円（補助率３／４）

１，８０２千円



５１介護職員宿舎借上支援事業補助金概要

１目的

市内に所在する地域密着型サービス事業所の介護職員等の宿舎の借上げを支援

することで､働きやすい職場環境を実現し､介護人材の定着確保を図るとともに、

事業所による防災の取組を計画的に進め、地域の災害福祉拠点として、災害時の

迅速な対応を推進することを目的とする。

２対象

市内に所在する地域密着型サービス事業所を有する法人が負担した当該年度に

おける介護職員等の宿舎借上げに係る賃料、共益費（管理費)、礼金、更新料につ

いて助成する。

補助額等

補助基準額

負担割合

３

１８２，０００円／戸／月（助成期間は１戸当たり４年間が上限）

:都１／２，市３／８、事業所１／８ 垣
ト

４予算措置

（１）歳入

（都）高齢社会対策区市町村包括補助金

（２）歳出

介護職員宿舎借上支援事業補助金

１，７２２千円（補助率１／２）

３，４４４千円



５２おたふくかぜワクチン接種助成事業概要

１事業目的

幼児のムンプスウイルスによるおたふくかぜを予防するために実施する予防接種

について、現在、任意接種であるが定期接種化に先駆け、－部費用助成を行うこと

により、罹患による高度難聴等の障がいの発生を防ぎ、幼児の健康の保持を図る゜

２事業概要

（１）対象者

予防接種を受ける日において、１歳から２歳未満の市民（幼児）

（２）助成接種回数及び自己負担額

助成接種回数は１回とし、自己負担額３，５００円を医療機関に支払う。

ただし、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている世

帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等は、無料とする。

（３）実施医療機関

市内契約医療機関

（４）事業開始予定日

平成３１年１０月１日 烏
ト

３事業日程（案）

４予算

（１）おたふくかぜワクチン個別接種委託料

（２）その他

１，６８０千円

１１９千円

スケジュール
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５３子ども食堂推進事業概要

１事業概要

子ども食堂を運営する団体に対し、その経費の一部を補助することにより、

地域の子どもたちへの食事や交流の場を提供する取組について､安定的な実施

環境を整備し、地域に根差した活動を支援する。

２予算要求の背景等

平成３０年度から東京都は子供食堂推進事業を開始し、市内では５団体が

子ども食堂に係る取組を実施していたことから、平成３０年度は都から事業

者への直接補助があった。しかし､平成３１年度からはこの直接補助制度がな

くなり、市の事業として実施する場合のみ､都から市に補助が出る制度に変更

されたことから、市の補助事業として実施することとした(子供家庭支援区市

町村包括補助事業補助金､補助率１０／１０（平成３３年度以降は１／２))。グ､

３補助内容

（１）基準額

１団体当たり年間２４０千円を上限（１０千円×月２回×１２月）

※活動１回当たり１０千円を上限

（２）補助率

１０／１０（平成３１年度から２年間）

（３）対象経費

子ども食堂の運営に必要な経費

（賃借料・会場使用料、食材費、光熱水費、保険料等）

※人件費は対象外

函
ト

Ｉ

４予算額（子ども食堂推進事業補助金）

平成３１年度６００千円



５４待機児童解消対策等事業概要

１保育施設等の定員拡充

待機児童が大きな社会問題となっている中、本市においては平成３０年４月１日

現在で待機児童数が８８人となり、前年同時期の待機児童数１５６人から６８人と

減少したところであるが、その解消は引き続き急務となっており、解消策として保

育定員の拡充を行う。

(1)目的

平成３１年４月時点で認可保育所の新規開設が３園、小規模保育施設及び認証

保育所から認可保育所への移行が２園、加えて既存園等についても定員の拡充を

図る(下表参照)。

＜平成３１年４月１日時点の保育定員増減予定一覧＞

Ｉ

②
』

※平成３０年度中に増減のあった保育園を含む。

※平成３１年２月１日現在での予定数である。

(2)開設及び定員増を行う保育所等の運営経費（歳出予算）

民間保育所助成に要する経費１，５９５，

民間保育所等運営に要する経費３，０２０，

保育従事職員宿舎借上支援事業に要する経費１４２，

※既存園に対する経費を含む。

７２０千円

５３５千円

１３８千円

２保育施設等定員数の推移

※認可外保育施設を含み、幼稚園部分を除く。

※平成３１年度については、平成３１年２月１日現在での予定数である。

－．口
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新規開設 ２４人 ３７人 ４２人 ４８人 ４１人 ４１人 ２３３人

認可保育所への移行 ６人 1人 ▲２人 ９人 ９人 １５人 ３８人

既存園の定員拡充等 ０人 ▲３人 ３人 ２人 ２人 １０人 １４人

計 ３０人 ３５人 ４３人 ５９人 ５２人 ６６人 ２８５人

年度 保育定員 増減

平成２７年度 ２，００７人

平成２８年度 ２ １８４人 １７７人

平成２９年度 ２，４２１人 ２３７人

平成３０年度 ２ ７４１人 ３２０人

平成３１年度（予定数） ３，０２６人 ２８５人



５５病児保育運営委託事業概要

１事業概要

児童が病中又は病気の回復期にあって､集団保育が困難な期間において､保育所・医

療機関等に付設された専用スペース等を使用し、保育及び看護ケアを行う保育サービ

スの提供を開始し、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全

な育成に寄与するために運営の事業委託を行う。

２位置付け

「のびゆくこどもプラン小金井」（平成２７年３月策定）にて、拡充する方向で位

置付けている事業である。

３概要・規模等（予定）

（１）施設形態医療機関併設型

（２）開設時期平成３１年秋頃

（３）定員１日当たり４人程度

４予算科目

その他の保育施設助成に要する経費病児保育事業運営委託料

当初予算額６，１９５千円

※平成３１年１０月から平成３２年３月までの６か月分

Ｃ
⑭

５歳入

（１）国庫補助金

（２）都補助金

子ども・子育て支援交付金（補助率：１／３）

東京都子供・子育て支援交付金（補助率：１／３）

〈



５６私立幼稚園等補助金事業概要

１主旨

現在私立幼稚園利用児童への補助は､保育園利用児童への補助と比して格差

が生じていることから、私立幼稚園に対する補助金の見直しを行うため､既存

の小金井市私立幼稚園協会補助金を廃止し､新たに小金井市私立幼稚園等補助

金を創設する。

予算科目

私立幼稚園補助金に要する経費１９節私立幼稚園等補助金

当初予算額６，１３１千円

※補助金積算内訳は下記３を参照

２

３補助金積算内訳

(単位：円）

一重

Ｉ

補助項目 Ni助単価 補助単位 当初予算額 備考

施股整蝋に対する補助 250,000

※補助串

l/２

１図当たり

/年額

1,750,000 ･対象７図

私立幼稚園の老朽化し

た建物や備品などの修

繕、更新に必要な施股整

備費用に対して補助す

る ０

特別支援教育に対する

Wi肋

40,000 児童ｌ人当

たり/月額

3,360,000 ･年間84月見込み

保育に当たり特別な支

援を要する児童の預か

りを促進するため、預か

りに必要な人件費等に

対して補助する。

教職員研修等に対する

補助

1,000 児童定員１

人当たり／

年額

1,021,000 ･児童定員７園11＋1,021

人見込み

教職員の研修費用や感

染症予防のための予防

接穂iMi用にかかる経費

に対して補助する。

計 6,131,000



５７子どもの権利に関する条例制定１０周年事業概要

１事業目的

小金井市子どもの権利に関する条例（以下「子どもの権利条例」という｡）につい

ては、小・中学校経由でリーフレット配布を行う等、その周知・啓発に努めてきた

ところであるが、制定後１０年を経過したことから、子どもの権利条例の趣旨を反

映した児童館事業（児童館フェスティバル）と記念講演会を小金井宮地楽器ホール

で開催することで、より広く市民への周知を行い、子どもの権利条例の普及を促進

する。

また関連事業として、青少年問題協議会アンケート等、機会を捉えて子ども自身へ

の実態調査を行うことで、子どもたちの子どもの権利条例への関心を高めるととも

に、リーフレットや子どもの人権カードを配布し、子どもたちへの効果的な周知・

啓発を推進する。

２事業の概要

（１）子どもの権利条例１０周年事業（青少年健全育成に要する経費）

ア実施時期平成３１年１１月１７日（日）予定

イ場所小金井宮地楽器ホール

（小ホール・マルチパーパススペース・市民ギャラリー）

ウ内容

記念辮演会と併せて、子どもの権利条例のうち、特に第１０条（意見を表明す

る権利）の実現の場として、子どもたちが自主的に企画．運営を行う児童館フェ

スティバルを同日実施する。

エ予算額報償費（１０周年記念識演会議師謝礼）２４千円

使用料及び賃借料（記念識演会会場使用料）１１１千円

“
②

(2)子どもの権利条例１０周年関連事業

子どもの人権カード（印刷製本費１０１千円)、子どもの権利条例リーフレット

（消耗品費のうち４６千円／庁内印刷)、子どもの権利条例研修会（報償費３６千

円／市職員対象)、青少年問題協蟻会アンケート（消耗品費８０千円）



５８平成３１年度小・中学校学級数及び児童・生徒数推計
ＨＯＴ

学級数
（35人）

児童数
学級数
（35人）

児童数
学級数
（４０人）

児童数
学級数
（４０人）

児童数
学級数
（４０人）

児亜数
学級数
４０人）

児童数 学級数 児函数

一一一■Ⅲ－－－－－－－－－－ｍ
■■－口■－－－－－－－－－－￣－－－，
画■■皿■■－－－－－面－－￣－－￣ｍ
■函■Ⅲ－－－－－－－－－－－－－－－二
口皿一一■回一一一－－－－－－－－－
壷－－－－－－－－面－－－－=－－－＝
…－－■四一一一一－面－－－－－－=＝
…－－■Ⅲ－－－－－■面－－－Ｆ■両
一一一一一一一一一一一－－ｍ＿￣
■■￣■回■、￣￣、－－－－－■雨一一面一百孟而

函=雪雲雪雲＝＝毫毫ニーー薑＝薑曇毫
－－－－－－－■四一一口、＝、-両一一

学級数

（35人）
生徒数

学級数

（40人）
生徒数

学級数

（40人）
生徒数 学級数 生徒数 学級数 児竃生建壁

－中１８９５１５２４１２２４１４６１３４２０

=中１６５４１３２４１３９４１２９１２４００

通芹の東中112３１９０３９９３９２９２８１
千級２１６織中５１７３５１８１５１７７１５５３１

南中１６２４１３０３１１３４１２６１１３６９
斗８４４２１６７７１９６５４２０６７０５０２００１

－中【釦的）３３１１７

特ZI文援一中（H1膳】１１８１１４３０

固定学級二中２２５２９
斗１６１３１７７４６

へTｆ８４４２Ⅱ６９３】９６５７２０６８７６７２０４７

難聴 ■■日■■
言語障害一ｍ■

小学校各校悩緒障害■■■■■■■
緑中怖緒障害一

※愉緒障害(小学校)は全校に特別支援敦室が設伍

*１学級数の（）内の数字は、通常の学級の上限人数（前年度学級輻制基準を適用）

*２新小学1年生の通常学級児童数は、30.10.01時点の住民基本台帳抽出者数に入学率96％を乗じた数（小数点以下四捨五入）
*３新中学1年生の通常学級生徒数は、30.10.01時点の住民基本台帳抽出者数に入学率80％を乗じた数（小数点以下四捨五入）
科新２年生以上の児童・生徒数は、30.9.1時点の在鰯者数を学年進行した数

*５特別支援学級は、30.10.1現在の就学・転学相談等を参考にした数（今後実施される学級絹制調査により増減する可能性あり。）

8３

〃■且丘」■■■、

中学校
住基台鰻

抽出者数
(30.10.01）

1年

学級数
(35人）

生徒数

2年

学級数

(40人）
生徒数

3年

学級数
(40人）

生徒数

貯

学級数 生徒数

通常の

学級

－中

二中

東中

緑中

南中

計

189

165

112

216

162

8“

５

４

３

５

４

2１

152

132

9０

173

130

677

４

４

３

５

３

1９

122

139

9９

1８１

113

654

４

４

３

５

４

2０

146

129

9２

177

126

670

1３

1２

９

1５

1１

6０

420

400

2８１

531

369

2.001

特別支援
固定学級

－中（知的）

-中（情Ob）

二中

計

３

1１

２

1６

３

８

２

1３

１

1１

５

1７

１

４

２

７

７

3０

９

4６

合計 844 2１ 693 1９ 667 2０ 687 6７ 2,047

学級数 児童生徒数

=小
難聴

言語障害

１

２

６

3１

小学校各校 情緒障害 1５１

緑中 情緒障害 ２ 1７

小学校
住基台鰻

抽出者数
(30.10.01）

1年

学級数
(35人）

児童数

2年

学級数
(35人）

児童数

3年

学級数
(４０人）

児壷数

4年

学級数
(４０人）

児童数

5年

学級数
(４０人）

児童数

6年

学級数
(４０人）

児童数

計

学級数 児童数

通常の
学級

－小

二小

三小

四小

東小

前原小

本町小

緑小

南小

計

108

9３

170

105

127

9４

9４

106

9８

995

３

３

５

３

４

３

３

３

３

3０

104

9０

164

1０１

122

９１

９１

102

9５

960

３

３

５

３

３

３

３

３

３

2９

８４

８１

143

8５

104

100

1０１

102

8２

882

３

３

５

３

３

３

２

３

３

2８

102

8４

163

9０

105

8４

7９

9９

9５

901

３

３

４

３

３

３

３

４

３

2９

9８

8６

130

8３

8４

113

8６

125

8５

890

３

３

４

３

３

３

３

３

２

2７

9２

9４

154

9０

100

8５

9６

1０１

7５

887

３

３

４

３

３

２

２

３

３

2６

9４

9４

123

９１

108

7７

7５

107

8６

855

1８

1８

2７

1８

1９

1７

1６

1９

1７

169

574

529

877

540

623

550

528

636

518

5,375

特別支援
固定学級

一小

二小

東小

計

４

４

６

1４

３

４

１

８

２

１

５

８

３

５

２

1０

３

１

２

６

３

５

２

1０

３

３

３

９

1８

2０

1８

5６

合計 995 3０ 974 2９ 890 2８ 909 2９ 900 2７ 893 2６ 865 178 5.431



５９学校給食調理業務委託化の財政効果の内訳

概要

学校給食の調理業務委託については、平成１８年度から中学校全校を、平成２５年

度から小学校５校の民間委託を実施した。そこから生み出された財源を基に、明日の

小金井教育プランの推進のため、平成３１年度は就学相談等対応業務．教職員研修セ

ンター・特別支援教育学習指導員の非常勤嘱託職員報酬、ＧＨＰエアコン借上料、教

育用ネットワーク構築に係る経費を計上している。また、学校給食をより一層充実さ

１

青用ネットワーク構築に係る経費を計上している。また、学校給食をより

せるため、給食室の備品及び消耗品等の経費を計上している。

２予算

（１）10-1-2事業名：就学関係に要する経費

・就学相談等対応業務非常勤嘱託職員報酬（１人）

（２）10-1-3事業名：指導室関連教育施設に要する経費

2,545千円

2,553千円

・教職員研修センター非常勤嘱託職員報酬（１人）

10-1-3事業名：特別支援教育に要する経費

.特別支援教育学習指導員非常勤嘱託職員報酬（３人）

(3) 6,915千円

(4) 10-2-1事業名：学校運営に要する経費【小学校費】

10-3-1事業名：学校運営に要する経費【中学校費】

・ＧＨＰエアコン借上料（平成３０年度導入分）

・ＧＨＰエアコン借上料（平成３１年度導入分）

10-2-1事業名：教育振興に要する経費【小学校費】

10-3-1事業名：教育振興に要する経費【中学校費】

・教育用ネットワーク機器等ライセンス料

・教育用ネットワーク機器等設計設定委託料

・教育用ネットワーク機器等運用保守委託料

・教育振興備品教育用ネットワーク機器等一式

10-2-3事業名：学校給食に要する経費【小学校費】

10-3-3事業名：学校給食に要する経費【中学校費】

・小金井みんなの給食委員会委員謝礼

・消耗品費（第一小学校食器、前原小学校食器）

・小金井みんなの給食委員会ボランティア保険料

･給食ホームページサーパ管理委託料

･業務用冷蔵庫等点検清掃委託料

･給食関係備品

食器消毒保管庫（第一小学校２台、第四小学校）

食器洗浄機（第一小学校）

冷凍冷蔵庫（第一小学校、第＝小学校、緑小学校）

配膳車（第一小学校２５台）

移動式調理台（第一中学校、第二中学校、東中学１

8,727千円

5,856千円

マ
車

(5) 27,434千円

15,242千円

(6) 19,873千円

５６７千円

緑中学校）東中学校、



６０いじめ防止条例制定に向けた事業概要

１事業経過

いじめは、子どもの生命や心身の健全な成長及び人格の形成に影響を及ぼすこと

から、学校におけるいじめ防止対策が形骸化することのないよう、その取組状況に

ついて、不断に検証し改善を図っていくことが不可欠である。

現在、市立小・中学校では、「いじめをしない・させない・見のがさない小金

井」の実現に向けて、学校、地域、家庭、その他関係者と教育委員会が連携して、

人権尊重教育、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に取り組んでいる。

２事業目的

いじめの「未然防止」、「早期発見」、「早期対応」、「重大事態への対処」の

４つの段階ごとに、いじめ防止等の取組の更なる推進を図り、市全体でいじめ対応

のための組織を充実するため、「いじめ防止条例」の制定に向けて、「いじめ防止

条例検討委員会」を設極し、条例制定に向けた検討を行う。

３スケジュール

Ｉ
垣
勾

※別途パブリックコメントを実施

４委員会の構成

（１）公募市民３人以内

（２）学識経験者２人以内

（３）学校関係者３人以内

（４）小金井市健全育成推進協議会に属する者２人以内

５予算額

いじめ防止条例検討委員会委員謝礼２８４千円

予定時期 内容

平成３１年６月 検討委員会委員公募

平成３１年８月～平成３２年９月 検討委員会（全６回を予定）

平成３３年２月 市議会定例会へ上程



６１東京２０２oオリンピック・パラリンピック推進事業

１事業目的

東京２０２oオリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、スポ

ーツへの関心を高めるとともに､スポーツ推進計画に掲げている『｢だれでも、

いつでも、どこでも」スポーツを気軽に親しむことができ、仲間づくりを通し

て、楽しく、元気な地域づくり』に繋げていく。また、東京２０２oオリンピ

ック競技大会における自転車ロードレースが本市を通過することとなり、平

成３１年度は大会テストイベントの開催、自転車ロードレース及びパラリン

ピック競技の体験イベントの実施など、東京２０２oオリンピック・パラリ

ンビック競技大会のさらなる気運醸成を図っていく。

２事業概要

（１）テストイベント（自転車ロードレース）に係る事業

ア実施時期平成３１年７月２１日（日）

イ場所東八道路・小金井街道の一部

ウ予算消耗品費（コースサポーター募集など）４１千円、

役務費（郵便料）３３千円

（２）科学の祭典に係る事業

ア実施時期平成３１年９月２２日（科学の祭典）

イ場所東京学芸大学

ウ内容義足体験（義足等の紹介）

エ予算報償費（体験会補助員謝礼）６０千円、消耗品費

３千円、役務費（郵便料）４千円、（保険料）２千円

（３）スポーツフェスティバルに係る事業

ア実施時期平成３１年１０月１４日（体育の日）

イ場所小金井市総合体育館

ウ内容（ア）自転車ロードレースの体験

（イ）車イスレーサーの体験

け）各種ニュースポーツの体験

エ予算報償費（体験会補助員謝礼）３６千円、

役務費（保険料）１千円、委託料（パラ陸上）

９９千円、委託料（ロードレース）３１８千円

’
＠
重

３歳入

スポーツ振興等事業費補助金（補助率１／２及び２／３）



６２図書館システム更新事業概要

１事業概要

図書館システムについて、昭島市と「図書館システムの共同利用に関する協定書」を

締結し、平成１７年５月から図書館システムの共同利用を行ってきたが、現契約のリ

ース期間が終了する平成３２年４月末で昭島市との共同利用を解消することとなった。

共同利用解消に伴い、小金井市単独で図書館システムの更新を行うこととなり、平成

３１年度から事業者の選定及び図書館システムの再構築、データ移行等を行い、新図書

館システムの使用期間は平成３２年５月から平成３７年４月までの５年間を予定してい

るため、「図書館システム等使用料」については平成３１年度から平成３７年度までの

７年間の債務負担行為となる。

新図書館システムでは、共同利用の解消により、データセンターの利用料、回線lMi用、

サーバー費用、構築費用等、今まで昭島市と費用を案分していたものが単独となること、

図譜館資料のマークの切り替えや図欝館ホームページの再構築等も行うことなどを予定

している。

また、現図書館システムで保有している資料のデータや利用者のデータ等を新システ

ムへ移行する必要があり、平成３１年度から準備を開始するため、「図書館システムデ

ータ抽出委託料」については平成３１年度から平成３２年度までの２年間の債務負担行

為となる。

０
』
車
Ｉ

２予算額

（１）図書館システム等使用料

平成３１年度から平成３７年度までの７年間の債務負担行為

（２）図書館システムデータ抽出委託料

平成３１年度から平成３２年度までの２年間の債務負担行為

１７６，６６０千円

４，９５０千円

３事業スケジュール（予定）

平成３１年度 4月事業者公募

7月事業者決定

9月事業開始（図書館システム再構築、データ抽出・移行等）

平成３２年度 ４月現図欝館システム稼働終了

5月新図書館システム稼働開始（平成３７年４月まで）



６３公民館東分館スライディングウォール改善事業概要

１目的

公民館東分館１階集会室Ａ・Ｂ間、２階学習室Ａ・Ｂ間の可動式間仕切はパ

ネル１枚１枚が重い構造となっている。また経年劣化により可動部分の動き

が悪く、現在は利用者の安全のため主に職員が取り扱う運用となっているた

め、パネル設置作業の負荷を軽減する。

２内容

（１）破損部品等の交換

１階集会室Ａ・Ｂ間の可動式間仕切はパネルを床に固定するためのレバー

が経年劣化により取り扱いにくくなっている。また、２階学習室Ａ・Ｂ間の

可動式間仕切は滑車の劣化によりパネルの動きが悪くなっている。

① １階集会室Ａ・Ｂ間の可動式間仕切

・吊元調整（滑車注油等）

・レバー矯正（破損部品交換等）

０

② ２階学習室Ａ・Ｂ間の可動式間仕切

・吊元調整（滑車注油等）

・レバー矯正（破損部品交換等）

重
重

Ｉ

(2)職員配置の見直し

現在、土日祝日はシルバー人材センター職員１人のみの配置であり、電話

や、他の部屋の利用者からの問合せ等に対応している場合、パネル設置を行

うのに利用者を待たせてしまう状況が発生している。

そのため､貫井北分館のシルバー人材センター職員を東分館へ配置換えし、

東分館の土日祝日の賊員を現状の１人から２人に増員する。増員によって、

パネル設置の補助が確実にできるようにすることで､東分館の部屋の利用率、
利用しやすさの向上につなげることとする。

予算額

緊急修繕料

公民館管理運営委託料２２，

※他館に対する経費を含む。

３

２６２千円

２０５千円



６４行財政改革による財政効果
歳入砿保

霞蓬庭蕊蕊遥醗纏二J蔓 平成３０年塵予算函仏） 平成３１竿度予算回（B）

保育料の見直し 保育畷 保育料改定による観入増74,792 74.792
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